
税務顧問報酬は売上金額を目安にしております。

下記は、目安であり実際の顧問報酬はお客様の事業内容や取引状況によって変動しますので予めご容赦下さい。

税務顧問報酬は売上金額を目安にしております。

下記は、目安であり実際の顧問報酬はお客様の事業内容や取引状況によって変動しますので予めご容赦下さい。

50,000万円超 応相談 応相談 応相談

50万円 30万円 5万円

30,000万円超50,000万円以下 60万円 36万円 6万円

18万円 3万円

5,000万円超10,000万円以下 40万円 24万円 4万円

12万円 2万円

1,000万円超3,000万円以下 25万円 15万円 2万5千円

所得税決算報酬（税別） 消費税申告（税別）

500万円以下 15万円 ９万円 1万5千円

50,000万円超 応相談

税務顧問報酬（月次顧問契約）

税務顧問報酬（年一顧問契約）

売上金額 法人税決算報酬（税別）

500万円超 1,000万円以下 20万円

3,000万円超5,000万円以下 30万円

10,000万円超30,000万円以下

月額報酬の1ヶ月分

10,000万円超30,000万円以下 月額5万円 月額報酬の4ヶ月分 月額報酬の1ヶ月分

30,000万円超50,000万円以下 月額6万円 月額報酬の4ヶ月分 月額報酬の1ヶ月分

月額報酬の4ヶ月分

消費税申告（税別）

500万円以下 月額1万5千円 月額報酬の4ヶ月分 ー

売上金額 月額顧問料の目安（税別） 決算報酬（税別）

月額報酬の1ヶ月分

5,000万円超10,000万円以下 月額4万円 月額報酬の4ヶ月分 月額報酬の1ヶ月分

3,000万円超5,000万円以下 月額3万円 月額報酬の4ヶ月分

ー

1,000万円超3,000万円以下 月額2万5千円 月額報酬の4ヶ月分 月額報酬の1ヶ月分

500万円超 1,000万円以下 月額2万円 月額報酬の4ヶ月分



当事務所ではスピーディーな経営判断の為にお客様ご自身での記帳を行う事を応援しております。自計化を進める為のサービスです。

当事務所で記帳代行を行う場合の目安です。

※令和3年10月25日改定

1仕訳：100円（税別）

※部門別会計を行う場合等には加算報酬が発生する場合があります。

未来にわたって資金繰りの状況を把握し、適切なタイミングでの金融支援サポートを行うサービスです。

所得税の申告報酬は、処理のボリュームや難易度を目安としております。

下記は、目安であり実際の報酬は個々のお客様の処理のボリュームや難易度によって変動しますので予めご容赦下さい。

譲渡所得の申告 10万円～

住民税の申告を異なる課税方法で申告した方が有利と想定される場合の住民税の申告 5千円～

月額1万円

5,000万円超 10,000万円以下 月額2万円

10,000万円超  30,000万円以下 月額3万円

（1枚のレシートに複数の取引がある場合は複数の仕訳数となります。例：1枚のレシートに仕入と消耗品が混ざっている。自動車を購入した、社会保険料を支払った等）

給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合 2万円～

不動産所得の申告(年一回の申告のみ） 6万円～

所得税申告報酬

申告報酬（税別）申告内容

給与所得者が2箇所以上からの給与を得ている場合 1万円～

財務部⾧アウトソーシング報酬

売上金額 月額顧問料（税別）

医療費控除やふるさと納税を行った場合の申告 1万円～

5,000万円以下

支援1回（1回あたり3時間） 1万円（税別）

記帳代行報酬

自計化支援報酬



顧問契約を頂戴していないお客様の税務相談報酬です。

税理士法第33条の2に規定する書面添付を行う場合 3万円～

年末調整（法定調書、給与支払報告書含む） 1万円+千円×人数

税務署提出各種書類作成（決算申告書除く） 3千円～

税務調査立ち会い 5万円/日

業務内容 報酬（税別）

ふるさと納税限度額計算(給与所得のみ） 限度額の3%

ふるさと納税限度額計算(上記以外） 限度額の5%

その他報酬

税務相談

初回30分まで 無料

2回目以降10分ごとに 千円（税別）


